
【令和７年分収支報告書の提出上の注意】 

 

 

 収支報告書は、毎年１２月３１日現在で、その年のすべての収入および支出（当該政治

団体のためにその代表者または会計責任者と意思を通じてされた支出を含む。）について、

その総額、項目別ごとの金額、資産等およびこれらに係る所定の事項を記載し、国会議員

関係政治団体については、翌年５月３１日（提出期日が行政機関の休日に当たる場合には

その翌日）、その他の政治団体については、翌年３月３１日（提出期日が行政機関の休日

に当たる場合にはその翌日）までに県選挙管理委員会へ提出していただくものです。 

 

 

１  記載すべき収入および支出 

（１）記載すべき収入および支出とは、次のものをいいます。 

収入＝ 金銭、物品、不動産その他の財産上の利益の収受（政治資金規正法第

８条の３各号に掲げる方法による運用のために供与し、または交付した

金銭および有価証券の当該運用に係る当該金銭等に相当する金銭等の収

受を除く。） 

支出＝ 金銭、物品、不動産その他の財産上の利益の供与または交付（政治資

金規正法第８条の３各号に掲げる方法による運用のためにする金銭およ

び有価証券の供与または交付を除く。） 

 

（２）金銭以外の財産上の利益については、これを時価に見積った金額を記載し、その根

拠を「備考」欄に記載してください。 

 

 

２  提出期限 

提出期限は、 

（１）国会議員関係政治団体（令和７年中に国会議員関係政治団体であったものを含

む。）は、令和８年６月１日（月） 

（２）国会議員関係政治団体以外の政治団体は、令和８年３月３１日（火） 

ですが、３月以降は提出が集中しますので、できるだけ早い時期に提出してください。 

 

 

３  提出方法 

紙による提出をする場合、できる限り郵便等での提出は避け、収支報告書の記載内容

を説明できる方が持参してください。 

政治資金関係申請・届出オンラインシステムの利用者登録がある場合は、オンライン

上で提出することができますので、積極的にご利用ください。 

システムについては、https://kyoudou.soumu.go.jp/kyoudou/GK020201 をご覧くだ

さい。 

https://kyoudou.soumu.go.jp/kyoudou/GK020201


４  提出先 

政治団体の主たる事務所の所在地に応じ、原則として次のとおりです。 

主たる事務所の所在地 提 出 先 
福井市、大野市、勝山市、鯖江市、
あわら市、越前市、坂井市、永平寺
町、池田町、南越前町、越前町 

福井県選挙管理委員会 
福井県庁 ６階 市町協働課内 
TEL 0776-20-0357 

敦賀市、美浜町、若狭町のうち旧三
方町の区域 

福井県嶺南振興局二州企画振興室 
福井県敦賀合同庁舎内 
TEL 0770-22-0002 

小浜市、高浜町、おおい町、若狭町
のうち旧上中町の区域 

福井県嶺南振興局若狭企画振興室 
福井県若狭合同庁舎内 
TEL 0770-56-2216 

 

 

５  提出する書面 

（１）記載項目に該当がある用紙のみを提出してください。 

      ただし、当該年中の収入または支出がなく、もしくは資産等を有しない場合でも、

様式（その１）、（その２）、（その１７）および（その２０）は必ず提出してください。 

また、国会議員関係政治団体（令和７年中において一部の期間のみ国会議員関係

政治団体に関する特例規定が適用されていたものを含む。）は、政治資金監査報告書

（第２９号様式）を必ず提出する必要があります。 

 

（２）支出のうち、経常経費については、 

ア 令和７年中に資金管理団体として指定されていた期間のある政治団体は、１件５

万円以上の支出については、人件費を除き、その明細（支出を受けた者の氏名お

よび住所、支出の目的、金額および年月日。以下同じ。）を様式（その１４）に記

載するとともに、領収書等の写し（複写機により複写したものに限る。以下同

じ。）を提出する必要があります。（領収書等の写しは、支出の項目ごとに記載順

に分類して提出してください。以下同じ。） 

イ 令和７年中に国会議員関係政治団体の特例が適用されていた期間のある政治団体

は、１件１万円を超える支出については、人件費を除き、その明細を様式（その

１４）に記載するとともに、領収書等の写しを提出する必要があります。 

ウ 上記ア、イ以外の政治団体は、内訳の記載および領収書等の写しの提出は必要あ

りません。 

 

（３）政治活動費については、 

ア 国会議員関係政治団体（令和７年中において一部の期間のみ国会議員関係政治団

体に関する特例規定が適用されていたものを含む。）は、１件１万円を超える支出

について、その明細を様式（その１５）に記載するとともに、領収書等の写しを

提出する必要があります。 

イ 国会議員関係政治団体以外の政治団体は、１件５万円以上の支出について、その

明細を様式（その１５）に記載するとともに、領収書等の写しを提出する必要が

あります。 

 

（４）用紙の大きさは、Ａ４判としてください。 

 



６  記載内容の訂正 

記載内容を訂正する場合は、次の事項に注意してください。 

ア 訂正箇所を二重線で抹消し、その上に、会計責任者の印〔宣誓書（その２０）の

「会計責任者の氏名」欄が記名押印の場合には、その印と同じもの〕を訂正印と

して押印するか、会計責任者の署名を欄外に記入してください。 

    イ いわゆるホワイト修正液による修正はできません。 

 

 

７  その他 

（１）提出する前に、各様式下部の各欄（「合計」、「小計」、「このページの小計」、「１件

１０万円未満のもの」、「その他の寄附」、「その他の支出」等）に記入もれがないか必

ず確認してください。なお、当該欄が「０」の場合は必ず「０」と記載してください。 

※例年、様式（その２）、（その１３）の「小計」、「合計」の各欄の記入もれが特

に多いので注意してください。 

      ※同一様式を２枚以上使用する場合は、合計は、同一様式中の最後のページにのみ

記載してください。 

 

（２）国会議員関係政治団体については、全ての支出に係る領収書等について、収支報告   

書の要旨公表日（令和７年分収支については、令和８年１１月３０日までに公表。以

下同じ。）から３年間、政治団体において保存する必要があります。 

また、人件費以外の１件１万円以下の支出に係る領収書等の写しについては、収

支報告書の要旨公表日から３年間、開示請求の対象となり、開示請求があった場合は、

県選挙管理委員会に提出する必要があります。 

 

（３）政治団体を解散した場合は、 

ア 国会議員関係政治団体は解散の日から６０日以内 

イ 国会議員関係政治団体以外の政治団体は解散の日から３０日以内 

（上記ア、イにおいて、資金管理団体であるときは、解散の日から７日以内） 

に解散届（当該団体が資金管理団体であるときは、解散届および資金管理団体指定取

消届）の提出が必要ですが、その解散届の提出の際に解散した年の収支報告書も併せ

て提出していただくこととなります。 

解散届の様式等は、県選挙管理委員会にお問い合わせください。なお、当該様式

は、県選挙管理委員会のホームページからもダウンロードできます。 

〔県選挙管理委員会ホームページ〕 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/senkan/seijisikin/seijisikin-todokede.html 

 

  ※令和８年１月１日以降に解散する場合に解散届と併せて提出する収支報告書につい

ては、同日以降に上記ホームページからダウンロードした様式を使用してくださ

い。 

   （令和８年１月１日に施行される政治資金規正法施行規則の改正により、令和８年

以降の収支にかかる収支報告書の様式が変わります。） 



【収支報告書の記載要領】 

 

 

様式（その１） 〔記載例 P.23〕 必ず提出 

（１）「政治団体の名称」、「主たる事務所の所在地」、「代表者の氏名」、「会計責任者の氏

名」の各欄は、政治団体の設立届等により県選挙管理委員会に届け出てある内容を記

載してください。 

なお、届出事項に変更がある場合には、収支報告書の提出に併せ、届出事項の異

動の届出をしていただくことになります。 

異動届の様式等については、県選挙管理委員会にお問い合わせください。なお、

当該様式は、県選挙管理委員会のホームページからもダウンロードできます。（ホー

ムページアドレスについては、前ページを参照してください。） 

 

（２）「政治団体の名称」欄には、ふりがなをつけてください。 

 

（３）「事務担当者の氏名」欄には、記載内容を説明できる方の氏名および連絡先を記載

してください。なお、当該氏名欄に記載された氏名および連絡先がインターネット上

にそのまま公表されますので、ご注意ください。 

 

（４）「資金管理団体の指定の有無」欄は、次のように記載してください。 

ア 資金管理団体として届出がされている団体 

①「有」欄に「レ」を入れ、「公職の種類」、「資金管理団体の届出をした者の氏

名」の各欄を記載してください。 

②「公職の種類」欄は、衆議院議員、参議院議員または地方公共団体の議会の議

員もしくは長の区分により、選挙区において選挙することとされている場合に

は当該選挙区名を付して、次の例により記載してください。 

     〔その職にある場合の例〕 

       衆議院議員福井県第○区選挙区（現職） 

     〔侯補者となろうとする者である場合〕 

       福井県議会議員○○○選挙区（侯補者となろうとする者） 

     〔その職の侯補者の場合〕 

       衆議院議員○○○選挙区（候補者） 

③「資金管理団体の届出をした者」とは、当該公職にある者、候補者となろうと

する者または侯補者（以下「公職の候補者等」という。）をいいます。 

 

イ 資金管理団体以外の団体 

        「無」欄に「レ」を入れるだけで結構です。「公職の種類」、「資金管理団体の

届出をした者の氏名」および「住所」の各欄は記載しないでください。 

 

（５）「資金管理団体の指定の期間」欄は、令和７年１２月３１日現在での資金管理団体

の指定の有無にかかわらず、令和７年中の一部期間のみ資金管理団体に指定されてい

た場合、その期間を記載してください。その場合において、 

  ア 令和７年中に資金管理団体として指定され、その後、令和７年１２月３１日まで

資金管理団体として指定されていたとき 



     令和７年○月○日（資金管理団体に指定された日）から令和７年１２月３１日 

  イ 令和７年１月１日現在で資金管理団体として指定されており、その後令和７年中

に資金管理団体の指定を取り消されたとき 

     令和７年１月１日から令和７年○月○日（資金管理団体の指定を取り消された日）まで 

  というように記載してください。 

   また、令和７年１月１日から令和７年１２月３１日まで通年で資金管理団体として

指定されていた場合には記載する必要はありません。 

 

（６）「国会議員関係政治団体の区分」欄は、次のように記載してください。 

ア 政治資金規正法第１９条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体として届

出がされている団体 

①政治資金規正法第１９条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体の

「有」欄に「レ」を入れ、「公職の候補者の氏名等」、「公職の種類等」の各欄を

記載してください。 

②「公職の種類等」欄は、衆議院議員または参議院議員の区分により、次の例に

より記載してください。 

     〔その職にある場合の例〕 

       衆議院議員（現職） 

     〔その職の侯補者または侯補者となろうとする者である場合〕 

       衆議院議員（候補者等） 

 

イ 政治資金規正法第１９条の７第１項第２号に係る国会議員関係政治団体として届

出がされている団体 

①政治資金規正法第１９条の７第１項第２号に係る国会議員関係政治団体の

「有」欄に「レ」を入れ、「公職の候補者の氏名等」、「公職の種類等」の各欄を

記載してください。 

②「公職の種類等」欄は、上記ア②の記載要領により記載してください。 

 

ウ 政治資金規正法第１９条の７第１項第３号に係る国会議員関係政治団体として届

出がされている団体 

①政治資金規正法第１９条の７第１項第３号に係る国会議員関係政治団体の

「有」欄に「レ」を入れ、「公職の候補者の氏名等」、「公職の種類等」の各欄を

記載してください。 

②「公職の候補者の氏名等」欄には、その主宰するまたは主要な構成員である衆

議院議員または参議院議員の氏名を、「公職の種類等」欄には、当該衆議院議員

または参議院議員に係る公職の種類を上記ア②の記載要領により記載し、主要

な構成員である衆議院議員または参議院議員が多数の場合には「公職の候補者

の氏名等」および「公職の種類等」は別紙として添付してください。 

 

（７）「国会議員関係政治団体に関する特例の適用期間」欄は、令和７年１２月３１日現

在での国会議員関係政治団体に関する特例規定の適用の有無にかかわらず、令和７年

中の一部期間のみ国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されていた場合、そ

の期間を記載してください。その場合において、 

  ア 令和７年中に国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用され、その後、令和



７年１２月３１日まで国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されていた

とき 

     令和７年○月○日（国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用された日）から令和７年１２月３１日 

  イ 令和７年１月１日現在で国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されてお

り、その後、令和７年中に国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されな

くなったとき 

     令和７年１月１日から令和７年○月○日（国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されなくなった日）ま

で 

  というように記載してください。 

   また、令和７年１月１日から令和７年１２月３１日まで通年で国会議員関係政治団

体に関する特例規定が適用されていた場合には記載する必要はありません。 

 

 

様式（その２） 〔記載例 P.24〕 必ず提出 

（１）「収入総額」欄には、「（前年からの繰越額）」と「（本年の収入額）」の合計額を記載

してください。 

 

（２）「（前年からの繰越額）」欄には、令和６年分収支報告書の「翌年への繰越額」欄の

額を記載してください。 

 

（３）「（本年の収入額）」欄には、個人の負担する党費または会費、寄附、機関紙誌の発

行その他の事業による収入、借入金、本部または支部から供与された交付金に係る収

入およびその他の収入の総合計額を記載してください。 

 

（４）「支出総額」欄の額は、様式（その１３）の「（１）支出の総括表」の「合計」と一

致することとなります。 

 

（５）「翌年への繰越額」欄には、「収入総額」と「支出総額」の差額を記載してください。 

 

（６）「個人が負担する党費または会費」欄には、その金額およびこれを納入した者の数

を記載してください。 

 

（７）法人その他の団体が負担する党費または会費は、政治資金規正法上は寄附とみなさ

れます。（政治資金規正法第５条第２項） 

 

（８）個人からの寄附のうち、特定寄附（資金管理団体の届出をした公職の候補者が､公

職の候補者である間に政党から受けた政治活動に関する寄附に係る金銭等の全部また

は一部に相当する金銭等を当該資金管理団体に取り扱わせるために当該資金管理団体

に対してする寄附）については、個人からの寄附の内書きとしてその総額を記載して

ください。 

 

（９）政党匿名寄附とは、寄附のうち、政党または政治資金団体（以下「政党等」とい

う。）が街頭または一般に公開される演説会もしくは集会の会場において受ける匿名



の寄附で１件当たりの金額が１，０００円以下のものをいいます。（政治資金規正法

第２２条の６第２項） 

 

 

様式（その３） 

（１）機関紙誌の発行その他の事業による収入について、その事業の種類および当該事業

の種類ごとの年間の収入金額を記載してください。 

 

（２）「事業の種類」欄には、機関紙誌の発行および政治資金パーティー開催事業にあっ

ては「甲機関紙」、「乙機関雑誌」、「甲政治資金パーティー開催事業」、「乙政治資金パ

ーティー開催事業」のように細分した上で記載し、その他の事業にあっては「その他

の催物事業」のように記載してください。 

 

（３）政治資金パーティーを他の政治団体と共同で開催した場合にあっては、その旨およ

び当該他の政治団体の名称を「備考」欄に記載してください。 

 

 

様式（その４） 

   借入金について、借入先および当該借入先ごとの金額を記載するものとし、借入先に

ついては、例えば、「甲銀行（乙支店）」のように具体的に記載してください。 

 

 

様式（その５） 

（１）当該政治団体の本部または支部から供与された交付金に係る収入について、交付金

を供与した本部または支部ごとに、その名称、主たる事務所の所在地、当該交付金の

金額および供与を受けた年月日を記載してください。 

 

（２）「主たる事務所の所在地」欄については、欄内点線の左側に市区町村名（町村の場

合は郡名から）を、右側に以下地番までを記載してください。なお、福井県以外の市

区町村名については都道府県から記載してください。 

      ［記載例］   福井市   大手３丁目１７番１号 

  坂井市   坂井町下新庄１号１番地 

  三方上中郡若狭町   中央第１号１番地 

  東京都千代田区   平河町２丁目６番地３ 

 

 

様式（その６） 〔記載例 P.25〕 

（１）その他の収入とは、個人が負担する党費または会費、寄附、機関紙誌の発行その他

の事業による収入、借入金および本部または支部から供与された交付金に係る収入以

外の収入をいいます。 

 

（２）１件当たりの金額（数回にわたってされたときは、その合計金額）が１０万円以上

のものについては、その基因となった事実、金額および年月日を記載してください。 



１件当たりの金額が１０万円未満のものについては、「１件１０万円未満のもの」

欄に合算して記入してください。 

 

（３）「摘要」欄には、収入の基因となった事実を「社会保険料個人負担分」のように具

体的に記載してください。 

 

 

様式（その７） 〔記載例 P.26〕 

（１）様式（その２）において、「寄附」の収入に記載がある場合には、必ず提出してく

ださい。 

 

（２）同一の者からの寄附で、その金額の合計額が年間５万円を超えるものについて、そ

の寄附をした者ごとに、寄附者の氏名、住所および職業（団体にあっては、その名称、

主たる事務所の所在地および代表者の氏名）、金額ならびに年月日等必要事項を該当

欄に記載してください。 

年間５万円以下の寄附についても、必要に応じ報告していただいて差し支えあり

ません。 

なお、個人寄附者が所得税の課税に係る優遇措置の適用を受けようとする場合は、

年間５万円以下の寄附であっても記載する必要があります。 

 

（３）同一の政党その他の政治団体の本部から支部、支部から本部または支部から支部に

対して供与された金銭等については、その名目が寄附であっても交付金に該当します

ので、様式（その５）に記載してください。（この様式（その７）には記載しないで

ください。） 

 

（４）「個人からの寄附」、「法人その他の団体からの寄附」、「政治団体からの寄附」に分

類し、それぞれ様式（その７）１～３に記載してください。 

 

（５）同一の者から複数回にわたって寄附があった場合、その寄附をした者ごとに名寄せ

した上で、必要事項を該当欄に記載してください。 

 

（６）「住所」および「主たる事務所の所在地」欄については、欄内点線の左側に市区町

村名（町村の場合は郡名から）を、右側に以下地番までを記載してください。なお、

福井県以外の市区町村名については都道府県から記載してください。 

      ［記載例］   福井市   大手３丁目１７番１号 

  坂井市   坂井町下新庄１号１番地 

  三方上中郡若狭町   中央第１号１番地 

  東京都千代田区   平河町２丁目６番地３ 

 

（７）「その他の寄附」欄には、寄附のうち上記（２）によりその明細を記載したもの以

外のものの合計額を記載してください。 

 

（８）個人からの寄附のうち、特定寄附（上記「様式その２」（８）を参照）については、

例えば山川一郎が資金管理団体の届出をした者である場合には、「寄附者の氏名」欄



に「◯特山川一郎」のように記載してください。また、遺贈によってする寄附について

は、「備考」欄に「遺贈」と記載してください。 

 

（９）同一の法人その他の政治団体からの年間５万円を超える寄附のうち、上場・外資５

０％超会社からの寄付については、様式（その７）２の「備考」欄に「上場・外資５

０％超」というように記載してください。 

 

（10）企業・労働組合等の団体（政治団体を除く。）は、政党等（支部の場合は、１以上

の市町村の区域または選挙区の区域を単位として設けられるものに限る。）以外に対

しては政治活動に関する寄附をすることができません。従って、政党等以外の政治団

体の収支報告書に、様式（その７）２に記載すべき寄附がある場合、当該寄附は違法

となります。 

 

（11）その他、違法な寄附として次のようなものがあります。 

    ア 個人が政党等以外の政治団体に対して行う年間１５０万円を超える寄附（公職の

候補者等が、自らが指定した資金管理団体に対して行う場合を除く。）（政治資金

規正法第２２条第２項） 

    イ 「○○一同」、「○○有志」など匿名で行われる寄附（政党匿名寄附を除く。）（政

治資金規正法第２２条の６） 

    ウ 公職の候補者等が、自らの後援団体（資金管理団体を除く。）に対して一定期間

内に行う寄附（公職選挙法第１９９条の５第３項） 

        一定期間＝ 当該公職に係る任期満了の日前９０日（任期満了による選挙以外の

場合は、当該選挙を行うべき事由が生じた旨の告示の日の翌日、衆

議院の解散による総選挙の場合は衆議院の解散の日の翌日）から当

該選挙の期日までの間 

 

 

様式（その８） 

（１）同一の者によって寄附のあっせんをされた寄附で、その金額の合計額が年間５万円

を超えるものについて、その寄附のあっせんをした者ごとに、その者の氏名、住所、

職業、当該寄附のあっせんに係る寄附の金額、これを集めた期間およびこれが当該政

治団体に提供された年月日を記載してください。 

年間５万円以下の寄附のあっせんに係る寄附についても、必要に応じ報告してい

ただいて差し支えありません。 

 

（２）記載に当たっては、上記「様式（その７）」の場合を参考にしてください。 

 

 

様式（その９） 

（１）政党匿名寄附（上記「様式（その２）」（９）を参照）について、同一の日に同一の

場所で受けた寄附ごとに、その合計額、年月日および場所を記載してください。 

 

（２）「政党匿名寄附を受けた場所」については、「福井県福井市○○１丁目○○駅前街

頭」、「福井県敦賀市○○１丁目１番１号○○会館○○○号室」のように詳細に記載し



てください。 

 

 

様式（その１０） 

（１）様式（その３）において、特定パーティー（政治資金パーティーのうち、当該政治

資金パーティーの対価に係る収入の金額が１，０００万円以上であるものをいいま

す。）または特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーの対価に係る収

入の記載がある場合には、これらのパーティーごとに、その名称、開催年月日、開催

場所、対価に係る収入の金額および対価の支払をした者の数を記載してください。 

 

（２）「開催場所」については、「福井県敦賀市○○１丁目１番１号○○会館○○○号室」

のように詳細に記載してください。 

 

（３）当該特定パーティーまたは特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティー

の対価に係る収入のうち、報告書に記載すべき収入があった年の前年以前において収

受されたものがある場合は、これらのパーティーに係る「備考」欄に前年以前におい

て収受されたものに係る収入の金額および対価の支払をした者の数を記載してくださ

い。 

（４）特定パーティーまたは特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーを他

の政治団体と共同で開催した場合にあっては、その旨および当該他の政治団体の名称

を「備考」欄に記載してください。 

 

 

様式（その１１） 

（１）一の政治資金パーティーの対価に係る収入（報告書に記載すべき収入があった年の

前年以前における収入を含む。（１）および様式（その１２）において同じ。）のうち、

同一の者からの政治資金パーティーの対価の支払で、その金額の合計額が２０万円を

超えるものについて、政治資金パーティーごとに、その年における対価の支払につい

て、当該対価の支払をした者ごとに、その者の氏名、住所、職業、支払われた対価の

金額および年月日を該当欄に記載してください。 

一の政治資金パーティーに係る２０万円以下の対価の支払についても、必要に応

じ報告していただいて差し支えありません。 

 

（２）記載に当たっては、政治資金パーティーごとに別ページとし、「政治資金パーティ

ーの名称」欄に当該政治資金パーティーの名称を記載してください。 

 

（３）「個人からの対価の支払」、「法人その他の団体からの対価の支払」、「政治団体から

の対価の支払」に分類し、それぞれ様式（その１１）１～３に記載してください。 

 

（４）「住所」および「主たる事務所の所在地」欄については、欄内点線の左側に市区町

村名（町村の場合は郡名から）を、右側に以下地番までを記載してください。なお、

福井県以外の市区町村名については都道府県から記載してください。 

      ［記載例］   福井市   大手３丁目１７番１号 

  坂井市   坂井町下新庄１号１番地 



  三方上中郡若狭町   中央第１号１番地 

  東京都千代田区   平河町２丁目６番地３] 

 

（５）当該政治資金パーティーについて、報告書に記載すべき収入があった年の前年以前

において収受された収入のうちに当該対価の支払をした者がある場合においては、当

該対価の支払をした者に係る「備考」欄に前年以前において収受されたものに係る当

該支払われた対価の金額および年月日を記載してください。 

 

 

様式（その１２） 

（１）一の政治資金パーティーの対価に係る収入のうち、同一の者によって対価の支払の

あっせんをされたもので、その金額の合計額が２０万円を超えるものについて、対価

の支払のあっせんをした者ごとに、その者の氏名、住所、職業、当該対価の支払のあ

っせんに係る金額、これを集めた期間およびこれが当該政治団体に提供された年月日

を記載してください。 

一の政治資金パーティーに係る２０万円以下の対価の支払のあっせんについても、

必要に応じ報告していただいて差し支えありません。 

 

（２）記載に当たっては、上記「様式（その１１）」の場合を参考にしてください。 

 

 

様式（その１３） 〔記載例 P.27〕 

（１）支出がある場合には、必ず提出してください。 

 

（２）すべての支出を次の（４）の分類基準により分類したうえで、これらの項目ごとに

年間の支出金額を記載してください。 

 

（３）各項目の中で、当該政治団体の本部または支部に対して供与した交付金に係る支出

が含まれている場合は、その額を各項目の「備考」欄に記載するとともに、その内訳

を様式（その１６）に記載してください。 

 

（４）支出の分類は、次によってください。 

  ア 経常経費 

①人件費 

          政治団体の職員（機関紙誌の発行その他の事業に従事する者を除く。）に支

払われる給料、報酬、扶養手当・通勤手当・住居手当その他の諸手当の類お

よび健康保険料・労働保険料その他の各種保険料の類をいいます。 

②光熱水費 

           電気、ガス、水道の使用料およびこれらの計器使用料等をいいます。 

③備品・消耗品費 

           机、椅子、ロッカー、複写機、自動車（事務所用に限る。）等の備品の類お

よび事務用用紙、封筒、鉛筆、インク、事務服、新聞、雑誌、ガソリン等の

消耗品の類の購入費をいいます。 

④事務所費 



           事務所の借料損料（地代、家賃）、公租公課、火災保険料等の各種保険金、

電話使用科、切手購入費、修繕科その他これらに類する経費で事務所の維持

に通常必要とされるものをいいます。 

 

イ 政治活動費 

①組織活動費 

           当該政治団体の組織活動に要する経費（選挙に関するものを除く。）で、例

えば、大会費、行事費、組織対策費、渉外費、交際費の類をいいます。 

②選挙関係費 

           選挙に関して支出される経費で、例えば、公認推薦料、陣中見舞その他選挙

に関して行われる政治活動に要する経費の類をいいます。 

③機関紙誌の発行その他の事業費 

（ア）機関紙誌の発行事業費 

              機関紙誌の発行事業に従事する者に支払われる給与、材料費、印刷費、     

荷造発送費、原稿料その他機関紙誌の発行に要する経費をいいます。 

（イ）宣伝事業費 

              機関紙誌の発行以外の政策の普及宣伝に要する経費（選拳に関するもの

を除く。）で、例えば、遊説費、新聞・ラジオ・テレビの広告料、ポスタ

ー・ビラ・パンフレットの作成費、宣伝用自動車の購入・維持費の類を

いいます。 

（ウ）政治資金パーティー開催事業費 

              政治資金パーティーの開催に要する経費で、例えば、会場借上費、記念

品代、講演諸経費の類をいいます。様式（その３）で、政治資金パーテ

ィーによる収入がある場合は、必ず当該項目に支出が計上されます。 

（エ）その他の事業費 

            上記（ア）、（イ）、（ウ）以外の諸事業に要する経費をいいます。 

④調査研究費 

           政治活動のために行う調査研究に要する経費で、例えば、研修会費、資料費、

書籍購入費、翻訳代の類をいいます。 

⑤寄附・交付金 

政治活動に関する寄附、賛助金、当該政治団体の本部または支部に対して

供与した交付金、負担金の類をいいます。 

⑥その他の経費 

           その他上記以外の政治活動に要する経費をいいます。 

 

 

様式（その１４） 

（１）令和７年中に資金管理団体に指定されていた期間がある政治団体または国会議員関

係政治団体に関する特例規定が適用されていた政治団体は記載してください。それ以

外の政治団体は、記載する必要がありません。 

ア 資金管理団体の場合 

① 資金管理団体として指定されていた期間に行った支出のうち、人件費以外の

経常経費で、１件当たりの金額（数回にわたってされたときは、その合計金

額）が５万円以上の支出について、その支出を受けた者の氏名および住所（団



体にあっては、その名称および主たる事務所の所在地）ならびに当該支出の目

的、金額および年月日を記載してください。 

  なお、支出を受けた者の氏名または名称について、法人格のない個人経営の

場合は、併せて代表者氏名を記載してください。 

② 令和７年中の一部期間のみ資金管理団体に指定されていた場合は、資金        

管理団体として指定されていなかった期間に行った支出については記載する必

要はありません。 

③ １件５万円以上の支出については、領収書等の写しを提出する必要がありま   

す。 

④ 「その他の支出」欄には、１件当たりの金額が、資金管理団体として指定さ

れていた期間に行った支出にあっては５万円未満の支出を一括してその合計金

額を記載してください。 

 

イ 国会議員関係政治団体の場合 

① 国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されていた期間に行った支出

のうち、人件費以外の経常経費で、１件当たりの金額（数回にわたってされた

ときは、その合計金額）が１万円を超える支出について、その支出を受けた者

の氏名および住所（団体にあっては、その名称および主たる事務所の所在地）

ならびに当該支出の目的、金額および年月日を記載してください。 

② 令和７年中の一部期間のみ国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用さ

れていた場合は、国会議員関係政治団体の特例規定が適用されていなかった期

間に行った支出については記載する必要はありません。 

③ １件１万円を超える支出については、領収書等の写しを提出する必要があり

ます。 

④ 「その他の支出」欄には、１件当たりの金額が、国会議員関係政治団体に関

する特例規定が適用されていた期間に行った支出にあっては１万円以下の支出

を一括してその合計金額を記載してください。 

 

（２）上記「様式（その１３）」（４）に掲げた分類基準のうち「ア 経常経費」②～④に

掲げる基準により分類し、それぞれ別ページとしてください。 

 

（３）「支出の目的」欄には、当該支出の目的を具体的に記載してください。例をあげれ

ば次のようになります。 

②光熱水費 

         「電気の使用料」、「ガスの使用料」、「水道の使用料」など 

      ③備品・消耗品費 

         「机の購入費」、「事務所用自動車の購入費」、「事務用用紙の購入費」「新聞購

読料」、「事務所用自動車のガソリン代」など 

      ④事務所費 

「事務所の借料損料」、「公租公課」、「火災保険金」、「電話使用料」、「切手購

入費」、「修繕料」など 

 

 

 



様式（その１５） 

（１）政治活動費については、次のとおり記載してください。 

ア 国会議員関係政治団体（令和７年中において一部の期間のみ国会議員関係政治団

体に関する特例規定が適用されていたものを含む。） 

① 国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されていた期間に行った支出

の場合 

政治活動費のうち１件当たりの金額（数回にわたってされたときは、その合

計金額）が１万円を超える支出 

② 国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されていなかった期間に行っ

た支出の場合 

政治活動費のうち１件当たりの金額（数回にわたってされたときは、その合

計金額）が５万円以上の支出 

について、その支出を受けた者の氏名、住所（団体にあっては、その名称および

主たる事務所の所在地）、当該支出の目的、金額および年月日を記載してください。   

また、領収書の写しを提出してください。 

なお、支出を受けた者の氏名または名称について、法人格のない個人経営の場

合は、併せて代表者氏名を記載してください。 

 

イ 国会議員関係政治団体以外の政治団体 

政治活動費のうち１件当たりの金額（数回にわたってされたときは、その合

計金額）が５万円以上の支出 

について、その支出を受けた者の氏名、住所（団体にあっては、その名称および

主たる事務所の所在地）、当該支出の目的、金額および年月日を記載してください。  

また、領収書の写しを提出してください。 

なお、支出を受けた者の氏名または名称について、法人格のない個人経営の場

合は、併せて代表者氏名を記載してください。 

（２）上記「様式（その１３）」（４）に掲げた分類基準のうち「イ 政治活動費」に掲げ

る基準により分類し、さらに費目ごとに適宜小分類し、小分類ごとにそれぞれ別ペー

ジとしてください。小分類の例をあげれば次のようになります。 

①組織活動費 

         「大会費」、「行事費」、「組織対策費」、「渉外費」、「交際費」など 

      ②選挙関係費 

         「公認推薦料」、「陣中見舞」など 

      ③機関紙誌の発行その他の事業費 

（ア）機関紙誌の発行事業費 

「給与」、「材料費」、「印刷費」、「荷造発送費」、「原稿料」など 

（イ）宣伝事業費 

「遊説費」、「新聞・ラジオ・テレビの広告料」、「ポスター・ビラ・パン

フレットの作成費」、「宣伝用自動車の購入・維持費」など 

（ウ）政治資金パーティー開催事業費 

「甲政治資金パーティー開催事業費」、「乙政治資金パーティー開催事業

費」など 

④調査研究費 

「研修会費」、「資料費」、「書籍購入費」、「翻訳代」など 



⑤寄附・交付金 

「寄附金」、「賛助金」、「支部交付金」、「負担金」など 

 

（３）「項目別区分」欄には、「組織活動費（大会費）」のように括弧内に小分類した費目

名を記載してください。 

 

（４）「支出の目的」欄には、当該支出の目的を「会場借上費」、「弁当代」、「タクシー

代」のように具体的に記載してください。 

 

（５）「その他の支出」欄は、次のように記載してください。 

ア 国会議員関係政治団体（令和７年中において一部の期間のみ国会議員関係政治団

体に関する特例規定が適用されていたものを含む。） 

① 国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されていた期間に行った支出

の場合、政治活動費のうち１件当たりの金額（数回にわたってされたときは、

その合計金額）が１万円以下の支出 

② 国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されていなかった期間に行っ

た支出の場合、政治活動費のうち１件当たりの金額（数回にわたってされたと

きは、その合計金額）が５万円未満の支出 

   を、一括してその合計額に記載してください。 

 

イ 国会議員関係政治団体以外の政治団体 

政治活動費のうち１件当たりの金額（数回にわたってされたときは、その合計

金額）が５万円未満の支出を、一括してその合計額に記載してください。 

 

（６）政治団体が行う支出のうち、次のものは違法となる場合がありますので御注意くだ

さい。 

ア 政党（支部を含む。）以外の政治団体が公職の候補者等の政治活動に対して行う

金銭等による寄附（選挙運動に関するもの（陣中見舞等）を除く。）（政治資金規

正法第２１条の２） 

イ 後援団体が行う選挙区内にある者に対する寄附（公職選挙法第１９９条の５第１

項） 

        ※例外として、次のものは禁止されていません。 

①政党その他の政治団体もしくはその支部に対して寄附する場合 

②後援団体が推薦、支持する公職の候補者等に対して寄附する場合 

③後援団体がその設立目的により行う行事または事業に関してする寄附 

ただし、一定期間内にされるものおよび花輪、供花、香典、祝儀等は、

設立目的により行う行事または事業に関してするものであっても禁止さ

れています。 

          一定期間＝ 当該公職に係る任期満了の日前９０日（任期満了による選

挙以外の場合は、当該選挙を行うべき事由が生じた旨の告示

の日の翌日、衆議院の解散による総選挙の場合は衆議院の解

散の日の翌日）から当該選挙の期日までの間 

 



様式（その１６） 

（１）様式（その１３）および様式（その１５）に記載した政治活動費の中に、当該政治

団体の本部または支部に対して供与した交付金（様式（その１３）の備考欄に記載し

た額）がある場合は、その内訳を再度この様式に記載してください。 

 

（２）支出項目は、上記「様式（その１３）」（４）に掲げた分類基準による支出項目ごと

にその本部または支部の名称、主たる事務所の所在地、当該交付金の金額および供与

した年月日を該当欄に記載してください。 

 

 

様式（その１７） 〔記載例 P.28〕 必ず提出 

令和７年１２月３１日現在において有する資産等について、項目ごとに該当がある場

合は「有」欄に、該当がない場合は「無」欄に「レ」を入れて提出してください。 

 

 

様式（その１８） 

（１）様式（その１７）で「有」欄にチェックを入れた令和７年１２月３１日において有

する資産等について、次の（２）の例により項目別に分類し、それぞれ別ページに記

載してください。 

なお、「項目別区分」欄には、これらの区分を記載してください。 

 

（２）項目別の分類および記載事項は次によってください。 

ア 土 地 

          所在、面積、取得の価額および取得年月日を記載してください。 

          所在は「摘要」欄に「福井県福井市○○１丁目１番地１号」のように記載し、

面積は「備考」欄に「１００㎡」のように記載してください。 

 

イ 建 物 

所在、床面積、取得の価額および取得年月日を記載してください。 

所在は「摘要」欄に「福井県福井市○○１丁目１番地１号」のように記載

し、床面積は「備考」欄に「１００㎡」のように記載してください。 

 

    ウ  建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権 

          建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権に係る土地の所在、面積、

権利の取得の価額および取得年月日を記載してください。 

所在および地上権または賃借権の別は「摘要」欄に「福井県福井市○○１

丁目１番地１号（地上権）」のように記載し、面積は「備考」欄に「１００

㎡」のように記載してください。 

 

エ 動 産 

          取得の価額が１００万円を超える動産について、品目、数量、取得の価額お

よび取得年月日を記載してください。 

品目は「摘要」欄に「自動車」、「絵画」、「応接セット」のように記載し、

数量は「備考」欄に記載してください。 



 

オ  預金または貯金 

          預金（普通預金および当座預金を除く。）または貯金（普通貯金を除く。）に

ついて、残高を記載してください。 

なお、「摘要」欄には「残高」と記載してください。 

 

カ  金銭信託 

          信託している金銭の額および信託の設定年月日を記載してください。 

          なお、「摘要」欄には「金銭信託」と記載してください。 

 

    キ  有価証券 

          証券取引法第２条第１項および第２項に規定する有価証券について、種類、

銘柄、数量、取得の価額および取得年月日を記載してください。 

種類は「摘要」欄に「国債」、「株式」、「社債」のように記載し、銘柄およ

び数量は「備考」欄に「○年○月発行１０年国債（額面１００万円）」、「甲株

式会社発行株式（１，０００株）」のように記載してください。 

 

ク  出資による権利 

出資先、出資先ごとの金額および出資年月日を記載してください。 

出資先は「摘要」欄に「甲合名会社」、「乙合資会社」のように記載してく

ださい。 

 

    ケ  貸付金 

          貸付先ごとの残高が１００万円を超える貸付金について、貸付先および貸付

先ごとの残高を記載してください。 

貸付先は「摘要」欄に「甲野太郎」、「乙政治団体」のように記載してくだ

さい。 

 

コ  敷  金 

支払われた金額が１００万円を超える敷金について、支払先、敷金の額お

よび支払年月日を記載してください。 

支払先は「摘要」欄に「甲野太郎」、「乙株式会社」のように記載してくだ

さい。 

 

サ  施設の利用に関する権利 

          取得の価額が１００万円を超える施設の利用に関する権利について、種類、

対象となる施設の名称、取得の価額および取得年月日を記載してください。 

種類は「摘要」欄に「ゴルフ場会員権」、「スポーツクラブ会員権」のよう

に記載し、施設の名称は「備考」欄に「甲カントリークラブ」、「乙会員制ス

ポーツクラブ」のように記載してください。 

 

シ  借入金 

          借入先ごとの残高が１００万円を超える借入金について、借入先および借入

先ごとの残高を記載してください。 



借入先は「摘要」欄に「甲銀行（乙支店）」のように記載してください。 

      なお、今回報告する「様式（その４）」の借入金額が１００万円以下である

場合でも、過去の借入金と通算して１００万円を超える場合は記載する必要

があります。 

 

（３）上記（２）中、アからエまで、キおよびサの資産について、政治団体が政治団体と

なった日（政治資金規正法第３条第１項各号または政治資金規正法第５条第１項各号

の団体となった日（同項第２号の団体にあっては､法第６条の２第２項前段の規定に

よる届出がされた日）をいう。以下同じ。）前に取得したものについて、その取得の

価額が明らかでない場合は、その旨を「備考」欄に記載するとともに、取得時におけ

る時価に見積った金額を記載し、その金額が見積額である旨を付記してください。 

また、取得年月日が明らかでない場合は、その旨および当該政治団体が政治団体

となった年月日を「備考」欄に記載してください。 

取得の価額および取得年月日がともに明らかでない場合は、その旨を「備考」欄

に記載するとともに、当該政治団体が政治団体となった年月日および当該年月日にお

ける時価に見積った金額を記載し、その年月日が政冶団体となった年月日である旨お

よびその金額が見積額である旨を付記してください。 

 

（４）上記（２）中、アからエまで、キおよびサの資産で政治団体が政治団体となった日

から平成元年１２月３１日までに取得したものについて、その取得の価額が明らかで

ない場合は、その旨を「備考」欄に記載するとともに、取得時における時価に見積っ

た金額を記載し、その金額が見積額である旨を付記してください。 

また、取得年月日が明らかでない場合は、その旨および当該政治団体が政治団体

となった年月日を「備考」欄に記載してください。 

取得の価額および取得年月日がともに明らかでない場合は、その旨を「備考」欄

に記載するとともに、平成５年１月１日における時価に見積った金額を記載し、その

金額が平成５年１月１日における時価見積額である旨を付記してください。 

 

（５）上記（２）中、クおよびコの資産で政治団体が政治団体となった日前の取得に係る

ものについて、その取得年月日が明らかでない場合は、その旨および当該政治団体が

政治団体となった年月日を「備考」欄に記載してください。 

 

（６）上記（２）中、クおよびコの資産で政治団体が政治団体となった日から平成元年

１２月３１日までの取得に係るものについて、その取得年月日が明らかでない場合

は、その旨および当該政治団体が政治団体となった年月日を「備考」欄に記載してく

ださい。 

 

 

様式（その１９） 

（１）令和７年１２月３１日現在で資金管理団体として指定されている場合は、同日にお

いて有する資産等のうち不動産（上記「様式（その１７）」（２）ア～ウまでの資産を

いう。以下同じ。）の利用の現況について、次の例により項目別に分類し、それぞれ

別ページに記載してください。 

なお「項目別区分」欄には、これらの区分を記載してください。 



   

ア  土  地 

所在、事務所の用に供している場合にはその旨、事務所以外の用に供してい

る場合にはその用途ならびに当該土地を現に使用している者ごとの用途、使用

している面積、その者と当該資金管理団体およびその代表者との関係ならびに

使用の対価の価額を記載してください。この場合において、 

①「摘要」欄には、所在を「福井県福井市○○町１丁目１番地１号」という

ように記載してください。 

②「用途」欄には、事務所の用に供している場合にはその旨を「事務所（事

務所用の駐車場を含む。）」というように、事務所以外の用に供している場

合にはその用途を「賃貸」、「無償貸与」というように記載してください。 

③「使用者と当該資金管理団体およびその代表者との関係」欄には、事務所

以外の用に供している場合において、当該土地を現に使用している者と当

該資金管理団体およびその代表者との関係を「当団体の職員」、「当団体の

代表者の秘書」、「当団体の職員以外の個人」というように記載してくださ

い。 

④「使用者ごとの用途」欄には、事務所以外の用に供している場合において

当該土地を現に使用している者ごとの用途を「住居」、「事務所用以外の駐

車場」というように記載してください。 

⑤「使用者ごとの使用面積」欄には、事務所以外の用に供している場合にお

いて当該土地を現に使用している者ごとの使用面積を「１００㎡」という

ように記載してください。 

⑥「使用者ごとの使用の対価の価額」欄には、事務所以外の用に供している

場合において当該土地を現に使用している者ごとの使用の対価の価額を

「１０万円／月」というように記載してください。 

 

イ 建 物 

所在、事務所の用に供している場合にはその旨、事務所以外の用に供してい

る場合にはその用途ならびに当該建物を現に使用している者ごとの用途、使用

している床面積、その者と当該資金管理団体およびその代表者との関係ならび

に使用の対価の価額を記載してください。この場合において、 

①「摘要」欄には、所在を「福井県福井市○○町１丁目１番地１号」という

ように記載してください。 

②「用途」欄には、事務所の用に供している場合にはその旨を「事務所」と

いうように、事務所以外の用に供している場合にはその用途を「賃貸」、

「無償貸与」というように記載してください。 

③「使用者と当該資金管理団体およびその代表者との関係」欄には、事務所

以外の用に供している場合において、当該建物を現に使用している者と当

該資金管理団体およびその代表者との関係を「当団体の職員」、「当団体の

代表者の秘書」、「当団体の職員以外の個人」というように記載してくださ

い。 

④「使用者ごとの用途」欄には、事務所以外の用に供している場合において、

当該建物を現に使用している者ごとの用途を「住居」、「倉庫」というよう

に記載してください。 



⑤「使用者ごとの使用面積」欄には、事務所以外の用に供している場合にお

いて、当該土地を現に使用している者ごとの使用面積を「１００㎡」とい

うように記載してください。 

⑥「使用者ごとの使用の対価の価額」欄には、事務所以外の用に供している

場合において当該建物を現に使用している者ごとの使用の対価の価額を

「１０万円／月」というように記載してください。 

 

ウ 建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権 

当該権利に係る土地の所在、事務所の用に供している場合にはその旨、事務

所以外の用に供している場合にはその用途ならびに当該土地を現に使用してい

る者ごとの用途、使用している面積、その者と当該資金管理団体およびその代

表者との関係ならびに使用の対価の価額を記載してください。この場合におい

て、 

①「摘要」欄には、所在を「福井県福井市○○町１丁目１番地１号」という

ように記載してください。 

②「用途」欄には、事務所の用に供している場合にはその旨を「事務所（事

務所用の駐車場を含む。）」というように、事務所以外の用に供している場

合にはその用途を「賃貸」、「無償貸与」というように記載してください。 

③「使用者と当該資金管理団体およびその代表者との関係」欄には、事務所

以外の用に供している場合において、当該土地を現に使用している者と当

該資金管理団体およびその代表者との関係を「当団体の職員」、「当団体の

代表者の秘書」、「当団体の職員以外の個人」というように記載してくださ

い。 

④「使用者ごとの用途」欄には、事務所以外の用に供している場合において、

当該土地を現に使用している者ごとの用途を「住居」、「事務所用以外の駐

車場」というように記載してください。 

⑤「使用者ごとの使用面積」欄には、事務所以外の用に供している場合にお

いて、当該土地を現に使用している者ごとの使用面積を「１００㎡」とい

うように記載してください。 

⑥「使用者ごとの使用の対価の価額」欄には、事務所以外の用に供している

場合において、当該土地を現に使用している者ごとの使用の対価の価額を

「１０万円／月」というように記載してください。 

 

（２）「使用者と当該資金管理団体およびその代表者との関係」欄から「使用者ごとの使

用の対価の価額」欄までについては、同一の不動産に関し当該不動産を現に使用して

いる者と当該資金管理団体およびその代表者との関係が同一の関係にある者が複数い

るときには、一人ずつ行を分けて記載するものとし、その際、「使用者ごとの使用面

積」欄については、各使用者の専有面積で按分するなどして、適宜記載してください。 

 

（３）「使用者と当該資金管理団体およびその代表者との関係」欄から「使用者ごとの使

用の対価の価額」欄までについては、事務所の用に供している不動産の場合には記載

する必要はありません。 

 

（４）令和７年１２月３１日現在で資金管理団体として指定されていない場合または同日



において不動産を有していない場合には、この様式は提出する必要はありません。 

 

 

様式（その２０） 〔記載例 P.29〕 必ず提出 

（１）「年月日」欄には、収支報告書を提出する日付を記入してください。 

 

（２）「会計責任者の氏名」欄には、会計責任者の記名押印等をしてください。ただし、

押印については、会計責任者本人が自署により署名する場合や会計責任者本人が提出

に際して本人確認書類を提示する場合等には必要ありません。 

 

（３）「代表者の氏名」欄は、当該政治団体が解散し、解散届とともに収支報告書を提出

する場合にのみ記入が必要となりますので、解散団体以外は記入しないでください。 

なお、解散団体が代表者の欄に記入する場合の押印については、上記（２）と同

様に、代表者本人が自署により署名する場合や代表者本人が提出に際して本人確認書

類を提示する場合等には必要ありません。 

 

 

領収書等を徴し難かった支出の明細書 

（１）領収書等を徴し難い事情がある場合には、領収書等の写しの提出に代えて、当該支

出の目的・金額・年月日を記入した領収書等を徴し難かった支出の明細書（第１５号

様式）を提出してください。 

 

（２）「会計責任者の氏名」欄は、記名押印または署名とし、署名の場合は必ず会計責任

者本人が自署してください。 

 

（３）「支出の目的」欄は、上記「様式（その１３）」（４）に掲げた分類基準により分類

し、記載してください。 

 

振込明細書に係る支出目的書  

収支報告書に併せて提出すべき書面のうち、金融機関への振込みによる支出に係

るものについては、当該支出の目的を記載した書面様式（第１６号様式）および金融

機関が作成した振込みの明細書の写しをもって、領収書等を徴し難かった支出の明細

書に代えることができます。 

   なお、平成２４年分収支報告書より、金融機関が作成した振込みの明細書に支出の

目的が記載されている場合には、当該振込みの明細書の写しをもって支出の目的を記

載した書面とすることができることとなったため、支出の目的を記載した書面を別途

添付することが不要とされました。 

 

政治資金監査報告書  国会議員関係政治団体は必ず提出 

国会議員関係政治団体（令和７年中において一部の期間のみ国会議員関係政治団体に

関する特例規定が適用されていたものを含む。）は、政治資金監査報告書（第２９号様

式）を必ず提出してください。 

 

 



政治団体以外の者による特定パーティーの開催 

（１）政治資金規正法第１８条の２第１項の規定により政治団体とみなされることとなっ

た者（以下「特定パーティー開催団体」という。）は、収支報告書を提出する日現在

で、当該特定パーティーに係るすべての収入（予定される収入を含む。）および支出

（予定される支出を含む。）の総額、項目別の金額および上記に掲げる事項（これら

の事項がないときは、その旨）を記載した収支報告書を、当該特定パーティーが終了

した日から３か月以内に提出する必要があります。 

 

（２）予定される収入または支出を記載する場合は、当該収入または支出が予定される収

入または支出である旨を「備考」欄に記載してください。 

 

（３）様式（その１）については次のように記載してください。 

  ア 「活動区域の区分」欄の中の「□」については、政治資金パーティーを開催する

場所について、該当するものに「レ」を記入してください。 

 

  イ 特定パーティー開催団体が開催した特定パーティーの開催年月日を「（令和  

年  月  日開催分）」の箇所に記載してください。 


